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　１２日に投開票がおこなわれた都議会議員選挙・西多摩選挙区で、日本共産党の数野はじ

め候補は８６３３票、得票率８．４６％を獲得。善戦健闘しました。当選は島田幸成氏（民

主）、林田武氏（自民）でした。

　今回の都議会議員選挙は、マスコミがこぞって「政権選択選挙の前哨戦」という位置づけで報

道をおこなう中、日本共産党は、都議会では民主党は自民・公明と同じく石原知事の与党であり、

日本共産党の前進こそが、ムダづかいをなくし、福祉・くらし・教育の充実につながることを訴

えました。この訴えが届いた有権者からは、従来の支持政党の枠をこえて、日本共産党の数野は

じめ候補への支持が寄せられました。

 しかし、立候補の遅れなどにより全有権者規模で訴えを届けきるところまで選挙運動が届かなか

ったことも事実であり、得票数を伸ばす善戦となったものの、得票率は前回を下回る結果となり

ました。

 民主の島田氏が前候補中トップの得票を得、逆に自民党の候補２名の合計得票が大きく減る結果

となったことは、自民・公明政権への有権者の強い批判と「政治を変えたい」との強い思いの表

れだと思います。

　実際には民主党は、国政でも、改憲・消費税だのみ・財界からの企業献金への依存など、自民

党と共通する基盤の上にたつ政党です。有権者の「政治を変えたい」の願いを実現するためには、

財界・大企業にものが言え、国民の立場でがんばれる日本共産党が前進することが必要です。

　来るべき総選挙にむけ、このことを全有権者へ届け、なんとしても勝利するためにさらに力を

つくす決意です。

そっくり同じなのです。

　検討委員会の他のメンバーは、学校長、町内会長、ＰＴＡ会長

など非常勤の方です。実際の会議の様子は、教育委員会事務局が

具体的提案をし、それに対して他の委員が意見を述べながら、す

すんでいくわけです。

　羽村民報が指摘をした５月２２日の検討委員会でも、「父母へ

説明をする前に、教育委員会が小中一貫校の実施を決定する」と

いう内容のスケジュールは、教育委員会事務局のメンバーが提案

したものです。当然、教育長も了承した上での提案でしょう。

　そのことは、文字通り「実施先にありきですすめてしまいたい」

という教育委員会の姿勢が示されたものであり、羽村民報の記載

は、事実を伝えていると考えます。

２．「９月１８日の教育委員会で決定」

は誤りとの指摘について

次に、教育長はこう指摘しています。

２、「５／２２検討委員会に示されたスケジュール案」を提示し、

９月１８日に教育委員で決定とあるが、検討委員会の案では「教

育委員会定例会で説明」と記載しており、明らかな誤りである。

図３をみてください。これは、５月２２日の検討委員会で配布さ

３．もともとのシナリオを変えたわけ

ではないという指摘について

最後に、教育長はこう指摘しています。

３、「６月議会の鈴木たくや議員の質問に対して、教育委員会は、

９月の教育委員会の実施決定は行なわないという趣旨の答弁をす

るなど、もともとのシナリオを変えざるをえなくなっています。」

とあるが、２でも示した通り、検討委員会の案では当初より、９

月の教育委員会定例会で最終報告を説明するとしており、これは、

議会の質問によって変更したものでないことから、明らかな誤り

である。

　６月議会で、教育部長は鈴木たくや議員の質問に対し、９月の

教育委員会では小中一貫校の実施の決定はおこなわないという内

容の答弁をおこないました。

　それは、２のところで指摘した内容とは明らかに違いがあり、

教育委員会の言い分は変わってきています。　また、羽村民報の

記事は、「鈴木議員の議会の質問によって変更した」ということ

ではなくて、（何がきっかけで変更したのかは分かりませんが、）

とにかく、「変更した」ということを述べているのであり、記事

は正しいものだと考えます。

以上で、教育長からの指摘に対する回答は終わりといたします。

さて、

　本当に大事なのは、こうした細かい諸点ではないはずです。

　どの子も丁寧に育て、わかる授業をすすめるためには、行政・

教員・保護者・市民が力を合わせていくことが何より大切なこと

だと思います。ところが、羽村市教育委員会には、その姿勢が足

りないと強く私たちは感じています。

　小中一貫教育校についても、「計画をきちんと父母・教員・市

民に説明し、意見を聞いていく。そして、合意が得られれば実施

を決定していくし、合意が得られなければ、計画の見直しあるい

は中止をする」という当然のことがおこなわれるよう、引き続き

私たちは力をつくしていく決意です。

日本共産党羽村市委員会は、羽村市議団の活動などについて報道しました。

★無料法律相談のお知らせ

６月９日(火)午前１０時からです。

事前に予約が必要です。お気軽にご連絡ください。

・中原まさゆき　５５４－１１６３

・市川英子　　　５５４－１１４０

・鈴木たくや　　０８０－１０５８－９４５０

都議選結果　羽村（西多摩）民報　０９年７月１２
日

＜大見出し＞
都議選西多摩選挙区　数野はじめ候補　健闘
当選は民主・島田氏、自民・林田氏

＜リード＞
　１２日に投開票がおこなわれた都議会議員選挙・
西多摩選挙区で、日本共産党の数野はじめ候補は○
○票、得票率○○を獲得。善戦健闘しました。当選
は○○、○○でした。

＜本文＞
　今回の都議会議員選挙は、マスコミがこぞって「
自民と民主のどちらが勝つか」「政権選択選挙の前
哨戦」という位置づけで報道をおこなう中、日本共
産党は、都議会では民主党は自民・公明と同じく石
原知事の与党であり、日本共産党の前進こそが、ム
ダづかいをなくし、福祉・くらし・教育の充実につ
ながることを訴えました。この訴えが届いた有権者
からは、従来の支持政党の枠をこえて、日本共産党
の数野はじめ候補への支持が寄せられました。しか
し、立候補の遅れなどにより全有権者規模で訴えを
届けきるところまで選挙運動が届かなかったことも
事実であり、得票数を伸ばす善戦となったものの、
得票率は前回を下回る結果となりました。民主の島
田氏が前候補中トップの得票を得、逆に現職の林田
氏が○○となったのは、自民・公明政権への有権者
の強い批判と「政治を変えたい」との強い思いの表
れだと思います。実際には民主党は、国政でも、改
憲、消費税だのみの税制、財界からの企業献金に依
存するなど、自民党と共通する基盤の上にたつ政党
です。有権者の「政治を変えたい」の願いを実現す
るためには、財界・大企業にものが言え、国民の立
場でがんばれる日本共産党が前進することが必要で
す。来るべき総選挙にむけ、このことを全有権者へ
届け、なんとしても勝利するためにさらに力をつく
す決意です。

＜記事２　大見出し＞
教育委員会から羽村民報へ記事訂正の要求届く―指
摘に答えます

＜リード＞
去る６月２９日、羽村市教育委員会・教育長　角野
征大氏から羽村民報発行者の野崎衷あてに「２００
９年６月２８日発行『羽村民報』No942における記
載内容の誤りの指摘及び記載内容の訂正要求につい
て」という文書が届けられました。紙面をつかって
、この指摘に答えることにしたいと思います。

＜本文＞

＜羽村民報の記事が間違っているとの指摘―羽村市
教育委員会から＞
　まず文書には、こう書かれています。

　標記の件について今回誤った報道がなされ、今後
「羽村市公立小・中学校一貫教育校検討委員会」を
開催するにあたり、会議の運営に支障を来たす恐れ
があるとともに、市民等の誤解を招く恐れがあるた
め、下記のように記載内容の誤りの指摘及び記載内
容の訂正を要求いたします。

　羽村民報は、日本共産党羽村市委員会が責任をも
って編集・発行しているもので、その記事の内容に
ついては正確さと分かりやすさを心がけております
。具体的な指摘について、以下、答えたいと思いま
す。

＜「教育委員会の姿勢を示したものではない」との
指摘について＞

まず、教育長はこう指摘しています。

１　「・・・実施先にありきですすめてしまいたい
、という教育委員会の姿勢が目立ちました。」とあ
るが、この検討委員会の検討内容は、まだ教育委員
会に示されていないもので、検討委員会の検討過程
のことである。したがって、この時点で教育委員会
は何の姿勢も示していないことから、明らかにこの
記載は誤りである。

ここで、まず、「教育委員会」の組織がどうなって
いるのかを見てみましょう。図１のように、教育委
員会は５人の教育委員で構成されており、1人が教
育委員長、1人が教育長です。５人のうち常勤者は
教育長だけであり、そのもとには、教育委員会事務
局がおかれて、教育委員会の日常的な事務はここで
担われています。
次に、「小中一貫校検討委員会」（以下、検討委員
会）の組織を見てみましょう。図２のように、検討
委員は１５人おり、委員長、副委員長がおかれてい
ます。その他に、５人の事務局員、アドバイザー、
サポーターという方がいます。

注目していただきたいのは、教育委員会事務局の主
要メンバーと、検討委員会の主要メンバーはそっく
り同じなのです。
検討委員会の他のメンバーは、小学校の校長、町内
会長、ＰＴＡ会長さんなどですから、検討委員会の
実際の様子は、教育委員会事務局のメンバーが具体
的提案をし、他の委員の意見をききながら、会議を
運営しています。
羽村民報が指摘をした５月●●日の検討委員会でも
、「父母へ説明をする前に、教育委員会が小中一貫
校の実施を決定する」というスケジュールは、教育
委員会事務局のメンバーが提案したものです。当然
、教育長も了承した上での提案でしょう。
そのことは、文字通り「実施先にありきですすめて
しまいたい」という教育委員会の姿勢が示されたも
のであり、私たちの記載は何の問題もなく、事実を
伝えていると考えます。

＜「９月１８日の教育委員会で決定」は誤りとの指
摘について＞

次に、教育長はこう指摘しています。

２、「５／２２検討委員会に示されたスケジュール
案」を提示し、９月１８日に教育委員で決定とある
が、検討委員会の案では「教育委員会定例会で説明
」と記載しており、明らかな誤りである。

図３をみてください。これは、５月●●日の検討委
員会で配布された資料のコピーです。確かに、ここ
には９月１８日に「定例会説明」と記載されており
、このことを教育長は指摘しているのでしょう。
しかし、当日の会議の中で、このスケジュールを説
明した教育委員会の●●さんはこう言っているので
す。

「そして、事務局といたしましては、その最終報告
のとりまとめ、基本計画の作成、さきほどいいまし
た講演会、７月２７日におこなわれる講演会の実施
、そして最終報告が出て基本計画になった時点で、
教育委員会で決定となれば、決定ということが出て
、議会等にも報告して、それぞれの学校や地域に説
明をしていく、いうのが今年度の流れです。」

ちょっと分かりにくいのですが、この発言のなかで
、「最終報告が出て」というのは、図３の●●のこ
とを言っているのでしょう。そして「議会等にも報
告して」といのは、●●の事を言っているのでしょ
う（全協というのは、議員全員協議会の略語です）
。つまり、この発言で「決定」と２回言っています
が、これは、「９月１８日の（教育委員会）定例会
」のことを言っているのでしょう。別に、１回の会
議で「説明」した上で「決定」することはできます
から。

また、鈴木たくや議員は６月議会の前に教育委員会
を訪れ、間違いがないようこの点について確認した
ところ、●●さんは９月１８日に決定するという予
定であることを認め、最終答申には、実施計画的な
要素を入れることもあると述べていました。
この点についても、羽村民報の記事は正しいもので
あると考えます。

＜もともとのシナリオを変えたわけではないという
指摘について＞

最後に、教育長はこう指摘しています。

３、「６月議会の鈴木たくや議員の質問に対して、
教育委員会は、９月の教育委員会の実施決定は行な
わないという趣旨の答弁をするなど、もともとのシ
ナリオを変えざるをえなくなっています。」とある
が、２でも示した通り、検討委員会の案では当初よ
り、９月の教育委員会定例会で最終報告を説明する
としており、これは、議会の質問によって変更した
ものでないことから、明らかな誤りである。

６月議会で、教育部長は鈴木たくや議員の質問にこ
う答弁しています。
（鈴木）９月１８日の教育委員会定例会説明、これ
は決定じゃないということですか。
（教育部長）あの時、委員の質問に対して、決定の
プロセスという形で最終的には教育委員会で決定す
るというお話は申し上げましたけど、このスケジュ
ールでは最終報告の内容を教育委員会定例会、ある
いは内部の庁議、それから全協の方で説明すると、
そういうことで、この案を示したということで理解
をしています。

ちょっと分かりにくいかも知れませんが、要は、９
月１８日の教育委員会定例会では「決定しない」と
いう答弁だと思います。これは、上のところで述べ
たこととは明らかに違いがあり、教育委員会の言い
分は変わってきています。

　また、羽村民報に書かれたのは、「鈴木議員の議
会の質問によって変更した」ということではなくて
、「もともとのシナリオを変更した」ということで
す。何がきっかけで変更したのかは分かりませんが
、とにかく、「変更した」ということを述べている
のであり、記事は正しいものだと考えます。
また、時期は少し後になりますが、７月●日の検討
委員会で示されたスケジュール案は図●のようにな
っており、さらに変更がなされています。大きな特
徴は、もともと来年１～３月にかけておこなうこと
になっていた中学校区ごとの教員・保護者・地域説
明会を１１月におこなうことにしていること、また
、パブリック・コメントを実施することになってい
ること、来年１月に３中学区の教員、保護者説明会
をおこなうことになっていることです。これは「決
定してから説明するのはおかしい」という保護者、
市民の声の反映だろうと考えます。ただし、「説明
」だけして、「合意」が得られなければ、どうしよ
うもありません。「しっかり計画を父母・教員・市
民に説明し、合意が得られれば実施を決定していく
、合意が得られなければ、計画の見直し・中止をお
こなう」という当然のことがおこなわれるよう、日
本共産党羽村市議団は引き続き力をつくしていく決
意です。

都議選西多摩選挙区
数野はじめ候補が健闘
  当選は民主・島田氏、自民・林田氏

教育委員会から羽村民報へ記事訂正
の要求届く――指摘に答えます
　去る６月２９日、羽村市教育委員会・教育長　角野征大氏から羽村民報発行者の野崎衷(野

崎哀と名前を間違えて）あてに「２００９年６月２８日発行『羽村民報』No942における記

載内容の誤りの指摘及び記載内容の訂正要求について」という文書が届けられました。紙面

をつかって、この指摘に答えたいと思います。

羽村民報の記事が間違っているとの指摘―羽村市教育委員会から

　まず文書には、こう書かれています。

　標記の件について今回誤った報道がなされ、今後「羽村市公立小・中学校一貫教育校検討委員会」

を開催するにあたり、会議の運営に支障を来たす恐れがあるとともに、市民等の誤解を招く恐れが

あるため、下記のように記載内容の誤りの指摘及び記載内容の訂正を要求いたします。

　羽村民報は、日本共産党羽村市委員会が責任をもって編集・発行しているもので、その記事の内

容については正確さと分かりやすさを心がけております。No.942号は小・中一貫教育校について報

道したものです。具体的な指摘について、以下、答えたいと思います。

１．「教育委員会の姿勢を示したものではない」との指摘について

最初に、教育長はこう指摘しています。

１　「・・・実施先にありきですすめてしまいたい、という教育委員会の姿勢が目立ちました。」と

あるが、この検討委員会の検討内容は、まだ教育委員会に示されていないもので、検討委員会の検

討過程のことである。したがって、この時点で教育委員会は何の姿勢も示していないことから、明

らかにこの記載は誤りである。

　ここで、まず、「教育委員会」の組織がどうなっているのかを見てみましょう。裏面・図１のよ

うに、教育委員会は５人の教育委員で構成されており、1人が教育委員長、1人が教育長です。５人

のうち常勤者は教育長だけであり、そのもとには、教育委員会事務局がおかれて、教育委員会の日

常的な事務はここで担われています。

　次に、「小中一貫校検討委員会」（以下、検討委員会）の組織を見てみましょう。図２のように、

検討委員は１５人おり、委員長、副委員長がおかれています。その他に、５人の事務局員などがお

かれています。

　注目していただきたいのは、教育委員会事務局の主要メンバーと、検討委員会の主要メンバーは
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（図１）　教育委員会の組織

（図３）　検討委員会で配布されたスケジュール表

（図２）　小中一貫校検討委員会の組織
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れた資料のコピーです。確かに、ここには９月１８日に「定例会

説明」と記載されており、このことを教育長は指摘しているので

しょう。

しかし、当日の会議の中で、この資料を説明した教育委員会のＥ

さんはこう言っているのです。

「そして、事務局といたしましては、その最終報告のとりまとめ、

基本計画の作成、さきほどいいました講演会、７月２７日におこ

なわれる講演会の実施、そして最終報告が出て基本計画になった

時点で、教育委員会で決定となれば、決定ということが出て、議

会等にも報告して、それぞれの学校や地域に説明をしていく、い

うのが今年度の流れです。」

　ちょっと分かりにくいのですが、この発言のなかで、「最終報

告が出て」というのは、図３の①のことを言っているのでしょう。

そして「議会等にも報告して」といのは、②の事を言っているの

でしょう（全協というのは、議員全員協議会の略語です）。　つ

まり、この発言で「決定」と２回言っていますが、これは、「９

月１８日の（教育委員会）定例会」のことを言っているのでしょ

う。１度の会議で「説明」した上で「決定」することは何の問題

もありませんから。

　また、鈴木たくや議員は６月議会の前に教育委員会を訪れ、こ

の点について確認したところ、Ｂさんは９月１８日に決定すると

いう予定であることを認め、最終答申には、実施計画的な要素を

入れることもある、と述べていました。

　この点でも、羽村民報の記事は正しいものであると考えます。

①

②

・


